
令和８年度  一般会計歳出  第６款３項５目  12節（18）その他業務委託料

受付  委託担当 ふ り が な ふ く い

連 絡 先 　こども青少年局　三春学園 担当者名 福井
番号 Ｔ Ｅ Ｌ 771－2258

設 計 書

  １  委    託    名 横浜市三春学園　給食業務委託

  ２  履  行  場  所 横浜市三春学園 （児童養護施設）

  ３  履行期間 ■期間 ～

又は期限

  ４  契約区分 ■ 確定契約 □ 概算契約

  ５  その他特約事項　個人情報取扱特記事項

  ６  現  場  説  明 ■ 不要

□ 要

  ７  委  託  概  要
　横浜市三春学園の入所児童等に対して朝食・昼食・夕食・おやつの調理
及び、指定場所への運搬を含む給食業務を行う。
　厚生労働省による「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づいた衛生
的な管理を基本とし、個別対応食（食物アレルギー対応食等）、衛生管理
（ノロウィルス、感染性大腸炎等）、その他施設給食に必要な管理を実施
する。

令和8年4月1日 令和11年3月31日

種目番号

（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約）

※本設計書は、
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に対応するものです。



８　各年度における支払予定金額

年　度

令和８年度 円 （ 円）

令和９年度 円 （ 円）

令和１０年度 円 （ 円）

支払予定金額（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額）



  ９  部    分    払

■ する　（ １２ 回以内）

□
部  分  払  の  基  準（一年度あたりの基準）

履  行
予定月

委 託 代 金 額

内  訳 業  務  価  格

業  務  内  容 数    量 単  位 単    価 金 額

毎月 12 月

地方消費税相当額

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
※概算数量の場合は，数量及び金額を（  ）で囲む

給食業務

消費税及び



名 称 形状寸法 数 量 単位 単　価（円） 金 額（円） 摘　　要

給食業務

（ １）直接人件費

　調理主任（責任者） 12 月

　調理副主任（副責任者） 12 月

　正規職員 12 月

　　パート職員 12 月

（２） 管理費

従業員健康診断 1 回

従業員検便 12 月

従業員被服クリーニング 12 月

消耗品 12 月

通信・事務費 12 月

業務管理費 12 月

合 計

消費税及び地方消費税相当額　10％

総 計

内　　訳　　書
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横浜市三春学園給食業務委託仕様書 

 

業務の実施については、この仕様書に定めるところとし、常に誠意を持って迅速かつ正確に行うものとす

る。 

横浜市三春学園（児童養護施設）における適切な食事の提供は、入所している子どもたちの成長・発達

にとって欠かせないものであり、将来家庭を築く時のモデルとなるもので、受託者はその役割が非常に重要

なものであることを念頭に置き、家庭的で暖かみのある安全でおいしい食事を提供するものとする。 

また、受託者は子どもの発達段階や健康状態、体調や食物アレルギー等に配慮した食品、調理方法な

どに関する委託者からの指示に応えるものとする。 

その他、受託者は、食品衛生法のみならず労働基準法等の関係法令を遵守して、その職務を遂行する

ものとする。 

 

１ 委託業務名 

  横浜市三春学園給食業務 

 

２ 委託期間 

  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（土・日・祝日を含む）   

  （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 

３ 業務の実施場所 

（１）調理業務 

横浜市三春学園１階厨房  【住所】横浜市金沢区富岡東３－２１-１９  

（２）食事及び食材等の運搬業務 

   ア 横浜市三春学園Ｋブロック  【住所】横浜市金沢区富岡東３ （三春学園敷地内） 

   イ 横浜市三春学園Ｓブロック  【住所】横浜市金沢区富岡東３ （三春学園敷地内） 

   ウ 横浜市三春学園Ｌブロック  【住所】横浜市金沢区富岡東３ （三春学園から徒歩１分） 

 

４ 対象者 

  対象は、入所児童（おおよそ４歳以上から高校生まで）及び職員、実習生等 

 

５ 給食の種類 

次の２種類とし委託者から指示する。 

 

普通食 

・朝食、昼食（学校休校日）、夕食 

・お弁当（学校休校日以外の昼食） 

・施設行事や学校行事、クラブ活動等におけるお弁当（使い捨て容器弁当含む） 

特別食 

・幼児、病児食 

・食物アレルギー対応食 

・行事食（七夕会、お楽しみ会、卒園を祝う会等） 

※ 年間行事等食事関係参考資料（別紙１）参照 

 

６ 給食数 

１人当たり１日３食（朝・昼・夕）及び昼食と夕食の間におやつを提供する。食数は１回あたり朝７０食、昼

５０食（休日７０食）、おやつ７０食、夕食８０食（行事食１００食）を基本とし、実際の食数は委託者が前日に
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通知する。ただし、通知後に給食人員に変更が生じたときは、その都度指示する。なお、学校休業日以

外の平日の昼食は通園・通学用弁当の仕様とする。 

 

７ 食事時間 

  食事時間は次のとおりとする。ただし、行事等で食事時間を変更する場合は、その都度指示する。 

 平 日 休 日 

朝 食 ７：００ ８：００ 

昼 食 １２：００ １２：００ 

おやつ １５：３０ １５：３０ 

夕 食 １８：００ １８：００ 
 

８ 委託の内容 

（１） 食材料の管理 

ア 食材料の納品に立ち会い検収を行う。 

イ 納入される食材料について、数量、規格、製造年月日、消費期限、品質等を確認し、記録（納品

伝票）を作成・保管する。 

ウ 検収された食材料は、使用するまでの間、善良な管理者の注意を持って冷蔵庫、食品保管庫等

で衛生的に保管する。 

エ 常備食品を検収した際、または保管していたものを使用した際は、食品受け払い簿に記入する。

なお、月１回の棚卸しを実施し、在庫表に在庫状況を記録し調理に支障がないようにする。 

オ 故意または過失により食材料を滅失、若しくは給食材料として提供不能になったときは、受託者

の責任において、委託者の指定した期間内に指定した業者から代品を納めさせなければならな

い。 

（２） 調理 

ア 委託者が作成した献立表に基づき、委託者から提供された食材料のみを使用し、朝食・昼食（弁

当を含む）・夕食及びおやつについてそれぞれ定められた時刻までに盛り付け・搬出できるように

当日に調理し、適温の食事を提供できるようにする。また、業務全般について研究努力して、入所

している子ども達によりよい食事が提供されるよう努める。 

イ 食中毒防止に万全の注意を払う。 

（３） 食物アレルギー等、個別に配慮が必要な児童への対応 

ア  食物アレルギー等、個別に配慮が必要な児童の入所があった場合は、「三春学園におけるアレ

ルギー疾患の児童対応マニュアル」（別紙 2）及び受託者が作成するアレルギーマニュアルに基づ

き対応すること。 

イ  食物アレルギー、個別対応食に使用する原材料のアレルギーチェックを行いチェックした内容を

書面で記録し、いつでも確認できるようにしておくこと。 

ウ  三春学園栄養士が作成した食物アレルギー献立の確認・打ち合わせには、必ず参加する。打ち

合わせは原則１５日に一度行う。除去内容によってはさらに回数を増やし綿密に打ち合わせを行う。 

エ  調理の際は器具を別にするなど安全管理上万全の配慮を行い、調理担当と配膳担当がダブル

チェックを行い記録に残すこと。また、食器を変える、見た目でも判断ができる等、配膳前後の混入

防止対策を講じるとともに、引き渡しの際は、必ずブロック職員とダブルチェックを行う。 

オ  ブロック職員への引き渡し時には声かけを行うなど、誤食が起こることがないよう対応する。 

カ  受託者に起因する誤食等の事故（異物混入・期限切れ食材の使用等も含む）が発生した場合、

事故の原因について分析し、速やかにその内容を委託者へ報告し、再発防止に取り組むこと。な

おこれらの措置にかかる費用は受託者の負担とする。 
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（４） 食事搬出方法・搬出時間 

   ア 搬出方法 

     朝、夕及び休日の昼食はブロック毎に食缶、鍋、保温ジャー等に調理したものを衛生的に盛 

り付け、指定された場所に搬出する。 

平日の通学弁当及び行事等の弁当は、弁当箱または使い捨て容器に盛り付け、搬出する。 

     行事食等については、その都度、盛り付け、搬出方法等を委託者が指示する。 

イ 搬出先 

① Ａ・Ｃブロック → リフト 

② Ｂブロック → 配膳棚 

③ Ｋ・Ｓ・Ｌブロック → 各ブロック台所等、指定する場所 

なお、変更する場合は、その都度協議する。 

    ウ 搬出時間 

      食事の搬出時間は次のとおりとする。ただし、通学時間、行事等で搬出時間を変更する場合は、

その都度指示する。（前日の搬出を含む対応とする。） 

 平 日 休 日 

朝 食 ６：３０ ７：３０ 

昼 食 １１：４５ １１：４５ 

おやつ １５：００ １５：００ 

夕 食 １７：３０ １７：３０ 

 

エ 弁当対応 

①弁当数は前週末の金曜日に各ブロックが作成する予定表により指示する。 

②食数の変更については前日に各ブロックから提供する食数連絡票で指示する。 

③基本的には早出し(6 時 30 分)、遅出し(7 時 30 分)の２種類となるが、早出し、遅出しの区分 

変更や超早出し(6 時 15 分)への変更、並びに学校休業日における弁当や追加分について

は、前日の 18 時までに指示する。 

 また、弁当の内容、提供時間・方法等については、衛生面等を考慮し、必要に応じて協議す

る。 

＊ 三春学園の敷地外に新たなブロックが設置された際には、別途協議の上、必要に 

応じ、食事の搬出・運搬業務について契約を締結する。 

（５） 毎食後、指定された場所(搬出先と同じ)から食缶等の回収を行い、当日に洗浄・消毒し、衛生的に 

保管する。 

（６） 保存食を毎食毎に確保し、マイナス２０℃以下で２週間保管する。 

    （原材料及び調理済み食品を５０ｇ程度ずつ、清潔な容器に入れ密封する） 

（７） 毎食毎に委託者の検食を受けるため、１食分用意する。 

（８） 調理器具等の洗浄、消毒、保管 

使用した調理器具等は洗浄、消毒し、所定の保管場所に衛生的に保管する。 

（９） 施設、設備の清掃 

施設、設備の清掃及び整理整頓を行う。 

（10） ゴミの処理 

厨房から出るゴミは委託者の分類指示に従い、分別・計量・記録（事業系一般廃棄物管理票）したう

え所定の場所に搬出し、容器を洗浄して清潔に保つ。 

（11） 業務日誌の記載と提出 

    一日の業務の終了について、業務日誌（給食日誌等）により報告する。 
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（12） 帳票類の管理 

    業務に必要な帳票等を整備し、保管する。 

（13） 会議等の参加及び協力 

    月１回の給食会議への受託側管理職・調理主任の参加 

    月１回(4･8 月を除く)の給食部会への受託側管理職・調理主任の参加および食育・調査等の協力 

（14） 入所児童とのふれあい 

    ア 行事への参加（行事食の調理、盛り付け、挨拶等） 

    イ 自立訓練援助(自炊をする児童への一部食材の準備、自炊をしない児童への食事提供等） 

    ウ 調理講習援助（ブロックでの調理等） 

    エ 調理実習援助（調理食材の準備） 

      オ 誕生会援助（食材の準備、依頼時のスポンジケーキ作り等） 

      カ  厨房見学対応 

（15） 前各号に付帯するその他必要な業務 

 

９ 経費の負担 

（１） 委託者の負担する経費 

ア 食材料に要する経費 

イ 給食施設、備品、設備、食器類、調理器具の調達、修繕、補充に要する経費 

ウ ゴミの処分に要する経費 

エ 厨房、厨房通路、グリーストラップ、ダクトフードの定期清掃、害虫駆除消毒に要する経費 

オ 光熱水費（電気、上下水道、都市ガス） 

 

（２） 受託者の負担する経費 

ア 調理従事者の人件費及び法定福利費 

イ 調理等業務従事者の定期健康診断、月１回以上の検便（赤痢、サルモネラ、O-157 等）に要   

  する経費 

ウ 三春学園敷地外のブロックへの食事等の運搬にともなう人件費及び運搬手段にかかる経費 

エ 調理員の被服（作業着、前掛け、帽子、履き物、名札）及びクリーニングに要する経費 

オ 調理用消耗品（ラップ､アルミホイル､ペーパータオル､布巾､ビニ-ﾙ袋､マスク､手袋等）の経費 

カ 洗浄用消耗品（洗剤、たわし、スポンジ、ブラシ、薬剤等）の経費 

キ 教育訓練費 

ク 事務費（救急薬品類、筆記用具、従業員用茶器類）・通信費 

ケ 業務管理費 

※ その他、詳細は経費負担区分（別紙 3-1）物品消耗品の負担区分（別紙 3-2）のとおり 

 

10 給食施設等の貸与 厨房・食品庫器機一覧（別紙 4-1）、厨房図面（別紙 4-2）参照 

（１） 委託者は給食業務に必要な施設・設備・物品等を受託者に無償で貸与する。 

ア 厨房、厨房通路、食品庫、配膳棚、リフト、調理員用トイレ 

イ 厨房・食品庫機器一式 

ウ 調理器具一式 

エ 食器類一式 

オ 更衣室備品（ロッカー） 

カ 厨房出入口の鍵 

（２） 受託者は貸与を受けた施設・設備・物品等を善良な管理者の注意をもって使用する。また、不良 
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箇所を発見した場合は速やかに委託者に報告する。 

（３） 受託者は、自らの責に帰すべき事由により、設備等を滅失又は毀損したときは、委託者の請求す 

るところに従い、直ちに損害を賠償する。 

 

11 受託者の責務 （業務分担区分 別紙 5） 

受託者は、業務を遂行するにあたり、児童福祉の一翼を担うことを十分認識し、関係法令を遵守し、

安全かつ衛生的、安定的に行うものとする。 

（１） 安全の確保 

    ア 防火責任者を定め、届けること。 

イ 火気の取り締まり及び安全衛生に十分注意し、災害防止に努めること。 

（２） 守秘義務 

受託者は、個人情報の保護に関する法律及び横浜市個人情報の保護に関する条例を遵守し、個

人情報の漏洩、滅失及び毀損及び改ざんの防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。また、当該業務に従事する者は業務上知り得た個人情報及

び秘密を第三者に漏らしてはならない。これは、契約の解除及び契約期間満了後においても同様と

する。その他、個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 

（３） 帳票等の管理及び持ち出しの禁止 

    委託者の指示に基づき、業務に必要な帳票等を整備し保管する。 

受託者は帳票等を委託者の許可なく持ち出してはならない。（ＵＳＢメモリ等の記録媒体を含む） 

（４） 人員の配置 

ア 受託者は委託者の給食業務にかかる基本方針にそって当該業務を遂行するために必要な質 

的・量的人員を配置すること。なお、休日、休暇はもとより、急な欠勤の場合にも代替従事者 

を確保すること。 

イ 受託者は調理に従事するもののうちから調理主任及び調理副主任を定める。 

ウ 調理主任は、従事者の指揮監督及び委託者との連絡調整を行う。 

エ 調理副主任は、調理主任を補佐し、調理主任に事故があるときは、その任務を代行する。 

オ 調理主任及び調理副主任は常勤の正規職員とし、調理師又は栄養士の資格があるもので、 

かつ集団給食の調理に３年以上の経験を有するものとする。ただし、調理主任か調理副主任の

いずれか一方は、栄養士の資格があるものでなければならない。 

カ 業務時間内のうち、学校休業日以外の平日の早番には常勤の正規職員を配置するとともに、そ

の他の時間帯にも必ず常勤の正規職員を配置し、責任体制を明確にすること。また休暇その他

の理由により調理主任又は調理副主任が不在となる場合には、同等の資格を有するものを配

置する。 

キ 児童福祉施設の給食業務に従事する者として、基本事項を教育、訓練してから配置すること。 

ク 従事者には継続して従事できる者を配置し、頻繁に変更を行わないこと。やむを得ず変更す 

る場合は、業務の質の低下を招かないようにするとともに、委託者への報告と了解を得ること。 

ケ 委託者が適当でないと認める受託側従事者がいた時は、速やかにその従事者の変更につい 

て協議に応じること。 

コ 受託者側は従事者が感染症疾患等に罹患した場合には、その者を作業に従事させてはなら 

ない。また、疑いのある場合にも、速やかに検査等必要な措置を講じ、その結果が判明するま 

ではその者を従事させないこと。 

サ 受託者は業務の実施に先立ち、業務従事者名簿及び資格を有することを証明する書類並び 

に健康診断の結果等を委託者に提出するものとする。また、業務従事者に変更があった場合も 

同様に報告すること。 
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  シ 調理主任及び調理副主任については、履歴書を提出すること。また、調理師又は栄養士の 

資格を有することを証明する書面を添付すること。  

ス その他、当該業務に支障が生じないような人員体制をとるために必要な人員を確保するこ 

と。 

（５） 健康診断及び腸内細菌検査の実施 

ア 受託者は、調理等業務従事者の年１回以上の定期健康診断、及び、月１回以上（６月～９月 

は毎月２回）の腸内細菌検査（赤痢、サルモネラ、O-157）を実施し、その結果を整理保管すると 

ともに、その都度委託者に報告すること。 

イ 新規従事者は従事開始日から起算して３０日前以内に健康診断を受けさせ、従事開始日の前 

日までにその結果を報告すること。また、従事開始日から起算して１４日前以内に上記アに規定 

する腸内細菌検査を受けさせ、従事開始日の前日までにその結果を報告すること。 

ウ 受託者は、健康診断及び腸内細菌検査で、衛生上支障のあるとされた者を業務に従事させな 

いこと。 

（６） 清潔の保持 

身体・衣服は常に清潔を心掛け、手洗いを励行すること。 

また、調理室では、毎日洗濯された清潔な作業衣・帽子・マスク等を着用し、また、専用の履物を 

用い、室外用とは兼用しないこと。 

（７） 研修の実施 

ア 受託者は、業務従事者に対して定期的に衛生面及び技術面の研修を実施し、業務従事者の 

資質の向上を図ること。又、委託者の指示する研修会に参加すること。 

イ 研修の実施にあたっては年度当初に計画書を提出し、実施後報告書を提出すること。 

(８) 異物混入の防止 

     異物混入等の事故が起きないよう、調理責任者による食材料の納入の立会いと検収時の点検の

徹底を図るとともに、作業開始前に器具などの破損箇所や、破損の恐れがないこと等を十分に確認

し、注意喚起等を行う。異物混入があった場合、又はその疑いがある場合は、速やかに報告し、委

託者の指示に従うこと。  

(９) 立ち入り検査等 

     区福祉保健センター及び委託者の指定する者の立ち入り検査等が行なわれる場合は、これに

応じること。 

(10) 労働災害事故等 

受託者は、本業務の履行にあたり、従事者に労働災害事故が発生した場合は、受託者の責任 

     において処理する。また、当該事故発生後は速やかに委託者にその内容を報告するとともに、そ 

の再発防止に努めること。 

(11) 天災事変等への対応 

天災事変が起きた場合の対応については、予め委託者と協議して対応を整えておくとともに、 

天災が起きた場合は誠意をもって対応すること。 

  (12) 環境への配慮 

委託者は、調理業務等を行うにあたり、節電、節水等、省資源・省エネルギーに努めるとともに、

委託者の取り組む廃棄物減量化等の推進に協力すること。 

  (13) 大規模災害時の協力 

        受託者は、大規模災害が発生した場合には、委託者に協力するものとする。また、特別避難場

所として利用される場合にも委託者に協力すること。 

  (14) 事故発生時の速やかな報告 

       食中毒・火災等、何らかの事故が発生した場合は、速やかに委託者に報告し委託者の指示に
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従うこと。 

  (15) 調査報告及び業務改善 

       委託者は、この業務に関しては調査又は報告を求め、又は必要があるときは資料の提出及び

業務の改善を求めることができる。この場合、受託者は直ちに報告書を提出し、必要に応じて資

料の提出及び業務の改善を行うこと。 

  (16) 会議への参加 

       定期的に給食会議等に参加する他、随時、必要に応じ参加を求められた打合わせなどに参加

し、委託者との連絡を密にすること。また、検食結果に基づき委託者が行う指示、指導にあたって

は、調理方法、盛り付け、味付け等について、工夫・改善し、常に安全でよりよい給食を心掛ける

こと。 

  (17) 連絡会等の開催 

       従事調理員全員が参加する打合せ、連絡会を月１回定期的に行い、従事者間の意思疎通と情

報の共有化を図るとともに、コミュニケーションの充実に努めること。 

  （18） 代行保証 

        何らかの事情により受託業務の全部または一部の遂行が困難となった場合の危険を担保する

ための代行保証の体制を整備すること。また、その契約書の写しを提出すること。 

     ア 受託する業務のすべてを代行すること。 

     イ 業務を代行できる能力が担保されていること。 

     ウ 代行にあたっての連絡体制が明確であること。 

     エ 業務を再開できる場合は、代行保証に基づく代行を解除するものであること。  

  （19） 契約変更時の引継  

受託者は業務分担表（別紙５）の業務について、受託後の業務が円滑に遺漏なく遂行できるよう

前受託者から引継ぎを受けること。 

委託者の所定の手続き等により、受託者等に変更が生じたときは、受託者は十分な期間を設け

て受託する予定の事業者に業務分担表（別紙５）の項目に関して、事務指導を含む引継ぎを行い、

変更後の受託者の業務が円滑に遺漏なく遂行できるようにしなければならない。 

(20) 損害賠償 

受託者は、業務実施にあたり、故意または重大な過失により、三春学園または第三者に損害を

与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

  （21） 業務完了届の提出 

       受託者は、１ヶ月の業務完了後、業務完了届を作成し、委託者の確認を受けること。 

  (22) 指示への対応 

       業務に関する実施方法については、この仕様書に定めるものの他、委託者の指示に従うこと。 

  (23) 疑義等についての協議 

       この仕様書に定めのない事項、又は、本仕様書の解釈に疑義、並びに変更の必要が生じたとき

は、協議のうえ決定する。 

 

 

 

 

 

  



8 
 

【別紙１】 年間行事等食事関係参考資料（参考）  

 

※ 給食業務に関連する主な行事を記載しています。ただし、内容については随時変更があります。 

※ 【印の説明】 〇：弁当  ◆：食事の早出し（朝食の前日渡し等）  ◎：特別メニュー  
４月 〇高校弁当開始 

小中学校給食開始 
 

10 月 〇小学校ふれあいコンサート 
〇小６体育大会、小４・５宿泊学習 
 

５月 〇小学校遠足 
〇小・中・高運動会（体育祭） 
〇小学校個別級校外学習 
◆中 3 修学旅行 

11 月 〇駅伝大会 
バーベキュー（焼きそば提供） 
施設電気設備点検（９時～１５時まで停電） 
貯水槽清掃による断水（９時～１２時まで断水） 

６月 ◆小学校修学旅行 
◆中２自然教室  

12 月 ◆小学校学習発表会（土） 
◎お楽しみ会 
小学校給食終了 
冬休み開始 
各ブロック大掃除（お菓子提供） 

７月 ◎七夕会 
〇ブロック旅行 
〇◆卓球大会 
小中学校給食終了 
夏休み開始 

１月 お正月料理対応 【朝昼食（兼用）・夕食の 2 食】 
鏡開き 【お汁粉作成】 
 

８月 〇ブロック旅行 
〇野球大会（練習試合、1 日目、２日目） 
〇花火大会 
〇水泳大会 
◆サマーフェスタ 
各ブロック大掃除（お菓子提供） 
厨房見学 

２月 〇送別マラソン 
 

９月 〇中学合同宿泊学習会 
十五夜 

３月 ◎卒園を祝う会 
春休み開始 

 
【その他】 
・誕生会の依頼食材の準備 （児童の誕生日毎） 
・休日における中学校、高校部活動のための弁当作成  
・招待行事参加に伴う弁当作成、食事の早出し （野球観戦、サーカス観覧など） 
・児童の自立訓練実施に伴う準備品等の打合せ （随時）  
・リクエストメニュー（児童が考えた「食べたいメニュー」）の実施。事前に可否も含め検討調整した上で内容を決定。

各ブロック年１回程度実施。 
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【別紙３－１】 経費負担区分 

項目 委託者 受託者 項目 委託者 受託者 

①施設・設備 ●  ⑪社員募集費  ● 

②同上補修 ●  ⑫事務用品費  ● 

③光熱水費 ●  ⑬衛生管理費  ● 

④食器・什器 ●  ⑭人件費  ● 

⑤同上補充 ●  ⑮食材費 ●  

⑥害虫駆除 ●  ⑯業務管理費  ● 

⑦塵芥処理費 ●  ⑰官庁手続き費用  ● 

⑧定期清掃 ●  ⑱食事等運搬手段経費  ● 

⑨営業用消耗品  ● ⑲その他、受託に伴う 

 一切の費用 

 ● 

⑩制服・洗濯費  ● 

 

 

【別紙３－２】 物品（消耗品）の負担区分 

委託者 受託者 

○ 調理器具 

包丁 まな板 ボール ざ

る 

食缶 へら はかり 

○ 弁当用 

アルミカップ プラ容器 箸 

○ 中心温度計 温度計 

○ 水質検査用薬剤 

○ 殺菌灯 

○ 蛍光灯 

○ ポリ袋 

厨塵用 

○ 行事用食器類 

○ 調理用品 

   ラップ アルミホイル 

   オープンシート 

   ペーパータオル 

   ふきん類 

   ポリ袋 

   手袋類（使い捨て・ゴム手袋 

        軍手等） 

○ 清掃用品 

ブラシ類 タオル 雑巾 

スポンジ バケツ ホース 

ほうき ちりとり モップ等 

○ 救急用品 

傷口消毒液 火傷用薬品 

絆創膏 包帯他 

○ 洗浄・衛生用品 

食品・調理器具用スポンジ他 

食器用洗剤 

手洗い用せっけん 

手指消毒用逆性せっけん 

消毒用アルコール 

洗濯用その他洗剤 

クレンザー 漂白剤 

防虫・駆除剤 

○ 調理業務用被服 

作業用上衣・下衣 前掛け 

三角巾又は帽子 マスク 

履物（長靴・サンダル） 

○ 文具 

鉛筆 消しゴム ボールペンノート 

電卓 ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ ﾏｰｶｰﾏｸﾞﾈｯﾄ 朱肉 

ﾌｧｲﾙ他 

○ その他 

従業員用茶器 お茶類 

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵ ﾙﾃｨｼｭ

ﾍﾟｰﾊﾟｰ ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ等 

その他、受託者の負担とすることが適当とみとめられるもの 
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【別紙４－１】 厨房・食品庫器機一覧 

  
品 名 

寸 法（㎜） 台

数 
 

備 考 
間口 奥行 高さ ﾊﾞｯｸ高 

１ ワイヤーシェルフ 1500 600 1460  ２ 3 段 
２ 包丁まな板殺菌庫 600 500 1030  １ 包丁 20 ﾏﾅ板 5 
３ 台付２槽シンク 2250 700 850 850 １ 下処理用 
４ 電子レンジ 510 360 306  １ 700ｗ 
５ 冷凍・冷蔵庫 630 600 1760  １ 99/286Ｌ 
６ 冷凍庫 1210 810 1900  １ 1071Ｌ 
７ 冷蔵庫 1200 810 1980  １ 1175Ｌ 
８ 一槽シンク 1200 750 810  １  
９ ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ冷蔵庫 1500 600 810  ２  
10 作業台 750 600 800  ２ ｷｬｽﾀｰ付き 
11 収納台 900 600 890 1090 １ 引出 2 下部 2 段 
12 ガスレンジ 1500 760 780 1050 １ 5 口 
13 ガススープレンジ 750 750 450  １  
14 ガス回転釜 径 840    １  
15 ガスｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ 900 780 1580  １ 6 段 
16 ガス炊飯器 600 580 1140  １ 2 釜 4.5～8.0ｋ 
17 水切付１槽シンク 1200 700 850  １  
18 食器戸棚 1200 600 1800  １  
19 作業台 1500 600 800  ２ ｷｬｽﾀｰ付き 
20 作業台 600 750 800  １   〃 
21 熱風食器消毒保管機 1870 550 1900  １  
22 ブラストチラー 710 715 880  １ 収納ﾊﾞｯﾄ 5 枚 
23 ワイヤーシェルフ 900 600 1590  １ 3 段 
24 作業台 600 750 800  １ ｷｬｽﾀｰ付き 
25 ホワイトボード 1200  800  １  
26 ホワイトボード 900  900  １  
27 冷凍庫 510 550 1350  １ 160L 検食用 
28 冷凍庫 540 450 850  １ 冷凍食品用 
29 冷凍庫 450 550 1120  １ 121Lアレルギー用 
30 冷蔵庫 480 586 1126  １ 168L 果物保管用 
31 冷蔵庫 480 586 1293  １ 168L 牛乳保管用 
32 冷凍庫 820 540 830  １ 魚保管用 
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【別紙４－２】 厨房図面 
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【別紙５】  業務分担区分 

 業務内容 委託者 受託者 備考 

栄養 

管理 

給食運営の統括 ●   

給食部会等会議の開催・運営 ● △ △参加 

施設内関係部門との連絡調整 ● △ △協力 

献立作成基準（栄養基準量・食品構成）の作成 ●   

献立の作成 ●   

掲示用献立表の作成 ●   

食数の指示・管理 ●   

食事関係連絡票の管理 ● △ △協力 

調査（嗜好調査等）の企画・実施・報告 ● △ △協力 

検食の実施・評価 ●   

栄養報告書の作成・提出・保管 ● △ △協力 

上記以外の給食関係伝票の整理・管理 ● △ △協力 

調理

作業

管理 

作業仕様書、計画書の作成  ●  

作業仕様書の確認 ●   

調理作業  ●  

専用容器への盛り付け・リフト  ●  

調理・盛り付け等の作業実施状況の確認 ●   

厨芥・塵芥の処理  ●  

厨房用食器・調理器具等の洗浄・消毒・保管管理  ●  

厨房内の整理・整頓  ●  

管理点検記録の作成  ●  

管理点検記録の確認 ●   

検食 ●   

誤食

防止 

食材の成分等の調査・報告 

（食物アレルギー物質・産地などの状況） 

● △ △協力 

 

食物アレルギー除去食対応の指示 ●   

食物アレルギーチェック（成分チェック含む） 

※厨房からブロックへの引き渡し時 

△ ● △協力 

 

食物アレルギーチェック（成分チェック含む） 

※厨房から受け取り後 

●   

誤食・異物混入時の原因追究・再発防止対策 △ ● △協力 

食材

管理 

食材料の在庫確認 △ ● △再確認 

食材料の発注 ●   

納入業者との連絡（納入日時等） ● △ △協力 

食材料の検収 △ ● △協力 

食材料の保管・管理  ●  

食材料の使用状況の確認 ● △ △報告 

検収関係伝票の確認・整理・提出  ●  
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食材料費の支払い ●   

衛生 

管理 

 

 

食材料の衛生管理  ●  

給食施設設備（調理器具・食器等を含む）の衛生管理  ●  

食材料・給食施設設備の衛生管理の確認 ●   

業務従事者・着衣等の清潔保持状況等の確認  ●  

保存食の保管  ●  

保存食の確認 ●   

納入業者に対する衛生管理の指示 △ ● △協力 

衛生管理簿の作成  ●  

衛生管理簿の確認 ●   

緊急対応を要する場合の指示 ● △ △協力 

給食施設設備・機材・食品庫等の日常清掃・点検 ●   

厨房通路・グリストラップ・ダクトフードの定期清掃 ●   

厨房通路・グリストラップ・ダクトフードの日常清掃  ●  

害虫駆除・消毒 ●   

研修 調理従事者等に対する研修・訓練  ●  

個人情報保護に関する研修及びその内容報告  ●  

業務 

管理 

勤務表の作成  ●  

業務分担・従事者配置表の提示  ●  

業務分担・従事者配置表の確認 ●   

労働

安全

管理 

健康管理計画の作成  ●  

健康診断の実施と診断結果の報告・保管  ●  

健康診断実施状況等の確認 ●   

腸内細菌検査の実施・報告  ●  

腸内細菌検査結果の確認 ●   

事故防止対策の策定 △ ● △協力 

施設

等 

管理 

給食施設・主要な設備の設置・改修 ●   

給食施設の保守・管理 ●   

給食施設の日常の保守・管理  ●  

その他の設備（調理器具・食器等）の確保 ●   

その他の設備（調理器具・食器等）の保守・管理  ●  

防火管理簿の記録の作成  ●  

防火管理簿の記録の確認 ●   

運搬 

業務 

Ｋ・Ｌ・Ｓブロックへの食事及び食材等の運搬  ●  

運搬手段の確保  ●  

 



 
 

 

 

 

委託契約約款 第 22 条第 1 項に係る特記仕様書 
 

本委託業務は委託契約約款第 22 条第１項（以下、「全体スライド条項」という。）を適

用する契約である。 
 
１  本委託業務における人件費とは、受託者が本委託業務に直接従事する者に、本委託

業務に従事した対償として支払う、労働基準法（昭和 22 年４月７日法律第 49 号）第 
11 条に規定する賃金をいう。 
本委託業務に直接従事する者に対する健康保険、厚生年金保険、労働保険等の事業

者負担額及び児童手当拠出金等の法定福利費は、 管理費 として計上すること。 
 
２ 本委託業務における賃金水準又は物価水準は、次のものをいう。 

(1) 賃金水準 
□ 労務単価（該当労務単価： ） 
■ 神奈川県最低賃金（以下、最低賃金という。） 

(2) 物価水準 
□ 物品の単価（該当物品： ） 
■ 消費者物価指数 全国（生鮮食品を除く総合）（以下、物価指数という。） 

 
３ 本契約の変更金額算出方法は次のとおりとする。 

□ 本市設計書による算出（該当労務単価及び物品の単価は２のとおり） 
■ 委託契約約款第２条に規定する、受託者から提出された内訳書 

（以下、「受託者の内訳書」という。）による算出 
（ただし、人件費については、受託者の内訳書中の人件費に、契約締結時の最低

賃金と、変更請求時の最低賃金を比較した変動率を乗じた値を上限とし、物品費

については、受託者の内訳書中の物品費に、契約締結時の物価指数と変更請求時

の物価指数の変動率を乗じた値を上限とする。） 
□ 上記２種の併用 

労 務 単 価 使 用 項 目   
受託者の内訳書使用項目   
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心肺蘇生を行う

エピペン®が2本以上ある場合

反応がなく
呼吸がない 反応がなく

呼吸がない

ない

エピペン®を使用し10～
15分後に症状の改善が
見られない場合、次のエピ
ペン®を使用する

保健室または、安静に
できる場所へ移動する

アレルギー症状への対応の手順

食物アレルギー緊急時対応マニュアル食物アレルギー緊急時対応マニュアル食物アレルギー緊急時対応マニュアル

ある

原因食物を
食べた

原因食物に
触れた

アレルギー
症状がある
（食物の関与が
          疑われる） （可能性を含む） （可能性を含む）

発見者が行うこと
① 子供から目を離さない、ひとりにしない
② 助けを呼び、人を集める
③ エピペン®と内服薬を持ってくるよう指示する

① ただちにエピペン®を使用する

② 救急車を要請する(119番通報)

③ その場で安静にする

④ その場で救急隊を待つ

⑤ 可能なら内服薬を飲ませる

緊急性が高いアレルギー症状はあるか？
5分以内に判断する

全身の症状
・意識がない
・意識もうろう
・ぐったり
・尿や便を漏らす
・脈が触れにくい
・唇や爪が青白い

呼吸器の症状　
・声がかすれる
・犬が吠えるような咳
・のどや胸が締め付けられる
・咳
・息がしにくい
・ゼーゼー、ヒューヒュー

消化器の症状
・腹痛
・吐き気・おう吐
・下痢

皮膚の症状
・かゆみ
・じんま疹
・赤くなる

顔面・目 ･口 ･鼻の症状
・顔面の腫れ
・目のかゆみや充血、まぶたの腫れ
・くしゃみ、鼻水、鼻づまり
・口の中の違和感、唇の腫れ

アレルギー症状

内服薬を飲ませる

5分ごとに症状を観察し
症状チェックシートに従い
判断し、対応する
緊急性の高いアレルギー症
状の出現には特に注意する

2013年　7月版

心肺蘇生とAEDの手順Ｅ エピペン®の使い方Ｃ

エピペン®の使い方Ｃ

症状チェックシートＦ

救急要請のポイントＤ

緊急性の判断と対応 B-2参照B

緊急性の判断と対応 B-1参照B

施設内での役割分担Ａ
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◆各々の役割分担を確認し事前にシミュレーションを行う

教員・職員 B　｢連絡｣

発見者　｢観察｣

教員・職員 D～F　｢その他｣教員・職員 C　｢記録｣

教員・職員 A　｢準備｣

管理・監督者 ( 園長・校長など )

救急車を要請する（119番通報）
管理者を呼ぶ　
保護者への連絡
さらに人を集める ( 校内放送）

現場に到着次第、リーダーとなる
それぞれの役割の確認および指示
エピペン®の使用または介助
心肺蘇生やAEDの使用

他の子供への対応
救急車の誘導
エピペン®の使用または介助
心肺蘇生やAEDの使用

観察を開始した時刻を記録
エピペン®を使用した時刻を記録
内服薬を飲んだ時刻を記録
5分ごとに症状を記録

｢食物アレルギー緊急時対応マニュアル｣
を持ってくる
エピペン®の準備
AEDの準備
内服薬の準備
エピペン®の使用または介助
心肺蘇生やAEDの使用

子供から離れず観察
助けを呼び、人を集める ( 大声または、他の子供に呼びに行かせる )
教員・職員 A、B に ｢準備｣ ｢連絡｣ を依頼
管理者が到着するまでリーダー代行となる
エピペン®の使用または介助
薬の内服介助
心肺蘇生やAEDの使用

施設内での役割分担Ａ

ARERI本文.indd 1ARERI本文.indd   1 13/07/23 14:3513/07/23   14:35
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緊急性の判断と対応Ｂ
◆アレルギー症状があったら5分以内に判断する！
◆迷ったらエピペン®を打つ！ ただちに119番通報をする！

1つでもあてはまる場合 ない場合

【全身の症状】
ぐったり
意識もうろう
尿や便を漏らす
脈が触れにくいまたは不規則
唇や爪が青白い

【呼吸器の症状】
のどや胸が締め付けられる
声がかすれる
犬が吠えるような咳
息がしにくい
持続する強い咳き込み
ゼーゼーする呼吸
（ぜん息発作と区別できない場合を含む）

【消化器の症状】
持続する強い (がまんできない )
お腹の痛み
繰り返し吐き続ける

① ただちにエピペン®を使用する！

② 救急車を要請する(119番通報)

③ その場で安静にする(下記の体位を参照)
立たせたり、歩かせたりしない！

④ その場で救急隊を待つ
⑤ 可能なら内服薬を飲ませる

◆ エピペン®を使用し10～15分後に症状の改善が見られない場合は、次の
エピペン®を使用する(2本以上ある場合)

◆ 反応がなく、呼吸がなければ心肺蘇生を行う

安静を保つ体位
ぐったり、意識もうろうの場合 吐き気、おう吐がある場合 呼吸が苦しく仰向けになれない場合

血圧が低下している可能性が
あるため仰向けで足を15～30cm
高くする

おう吐物による窒息を防ぐため、 
体と顔を横に向ける

呼吸を楽にするため、 上半身を
起こし後ろに寄りかからせる

B-1 緊急性が高いアレルギー症状

B-2 緊急性が高いアレルギー症状への対応 内服薬を飲ませる

保健室または、安静に
できる場所へ移動する

5分ごとに症状を観察し症状チェッ
クシートに従い判断し、対応する
緊急性の高いアレルギー症状の
出現には特に注意する

心肺蘇生とAEDの手順Ｅ

エピペン®の使い方Ｃ

症状チェックシートＦ

救急要請のポイントＤ

ARERI本文.indd 2ARERI本文.indd   2 13/07/23 14:3513/07/23   14:35
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エピペン®の使い方Ｃ
◆それぞれの動作を声に出し、確認しながら行う

エピペン®を太ももから離しオレ
ンジ色のニードルカバーが伸び
ているか確認する

使用前 使用後

⑤ 確認する

伸びていない場合は「④に戻る」

ケースのカバーキャップを開け
エピペン®を取り出す

① ケースから取り出す

オレンジ色のニードルカバーを
下に向け、利き手で持つ

“グー”で握る！

② しっかり握る

青い安全キャップを外す

③ 安全キャップを外す

太ももの外側に、エピペン®の先端
(オレンジ色の部分)を軽くあて、
“カチッ”と音がするまで強く押し
あてそのまま5つ数える
注射した後すぐに抜かない！
押しつけたまま5つ数える！

④ 太ももに注射する

打った部位を10 秒間、
マッサージする

⑥ マッサージする

介助者は、子供の太ももの付け根と膝を
しっかり抑え、動かないように固定する

介助者がいる場合

•衣類の上から、打つことができる

•太ももの付け根と膝の中央部で、かつ
真ん中（Ⓐ）よりやや外側に注射する

○A

仰向けの場合

○A

座位の場合

注射する部位

ARERI本文.indd 3ARERI本文.indd   3 13/07/23 14:3513/07/23   14:35
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救急要請（119番通報）のポイントＤ
◆あわてず、ゆっくり、正確に情報を伝える

※向かっている救急隊から、その後の状態確認等のため電話がかかってくることがある
•通報時に伝えた連絡先の電話は、常につながるようにしておく
•その際、救急隊が到着するまでの応急手当の方法などを必要に応じて聞く

①救急であることを伝える

②救急車に来てほしい住所を伝える

④通報している人の氏名と連絡先を伝える
119 番通報後も連絡可能な電話番号を伝える

１１９番、
火事ですか？
救急ですか？

救急です｡

住所はどこですか？

○区（市町村）○町
○丁目○番○号
○○保育園
（幼稚園、学校名）です｡

どうしましたか？

5歳の園児が
給食を食べたあと、
呼吸が苦しいと
言っています｡

あなたの名前と
連絡先を教えてください

私の名前は
○×□美です｡
電話番号は･･･

住所、施設名をあらかじめ記載しておく

③「いつ、だれが、どうして、現在どのよう
　な状態なのか」をわかる範囲で伝える

エピペン®の処方やエピペン®の使用の
有無を伝える

ARERI本文.indd 4ARERI本文.indd   4 13/07/23 14:3513/07/23   14:35
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心肺蘇生とAEDの手順Ｅ
◆強く、速く、絶え間ない胸骨圧迫を！
◆救急隊に引き継ぐまで、または子供に普段通りの呼吸や目的のある
仕草が認められるまで心肺蘇生を続ける

肩を叩いて大声で呼びかける
乳幼児では足の裏を叩いて呼びかける

反応がない

普段通りの呼吸をしていない

10秒以内で胸とお腹の動きを見る

電源ボタンを押す
パッドを貼り、AEDの自動解析に従う

※普段通りの呼吸をしている
ようなら、観察を続けながら
救急隊の到着を待つ

30：2
ただちに胸骨圧迫を開始する

人工呼吸の準備ができ次第、可能なら人工呼吸を行う

119番通報とAEDの手配を頼む

◎強く（胸の厚さの約1/3）
◎速く（少なくとも100回/分）
◎絶え間なく（中断を最小限にする）
◎圧迫する位置は「胸の真ん中」

息を吹きこむ際
◎約1秒かけて
◎胸の上がりが見える程度

◎心電図解析中は、子供
に触れないように周囲
に声をかける

◎誰も子供に触れていない
ことを確認したら、点滅
しているショックボタン
を押す

◎電極パッドを貼り付ける時も、
できるだけ胸骨圧迫を継続する

◎電極パッドを貼る位置が汗など
で濡れていたらタオル等でふき
取る
◎6歳くらいまでは小児用電極
パッドを貼る。なければ成人用
電極パッドで代用する

【胸骨圧迫のポイント】

【人工呼吸のポイント】

【心電図解析のポイント】

【ショックのポイント】

【AED装着のポイント】

離れて下さい。

離れて下さい。

①反応の確認

②通報

③呼吸の確認

⑤AEDのメッセージに従う

④必ず胸骨圧迫！ 可能なら人工呼吸！

ARERI本文.indd 5ARERI本文.indd   5 13/07/23 14:3513/07/23   14:35

  31



全身の
症状

呼吸器
の症状

消化器
の症状

皮膚の
症状

目・口・
鼻・顔面
の症状

①ただちにエピペン®を使用する
②救急車を要請する(119番通報)
③その場で安静を保つ
(立たせたり、歩かせたりしない）

④その場で救急隊を待つ
⑤可能なら内服薬を飲ませる

1つでもあてはまる場合

　 軽いお腹の痛み (がまんできる)
　 吐き気

　 目のかゆみ、充血
　 口の中の違和感、唇の腫れ
　 くしゃみ、鼻水、鼻づまり

　 軽度のかゆみ
　 数個のじんま疹
　 部分的な赤み

1つでもあてはまる場合

　 数回の軽い咳

　 顔全体の腫れ
　 まぶたの腫れ

　 中等度のお腹の痛み
　 1 ～ 2 回のおう吐
　 1 ～ 2 回の下痢

　 強いかゆみ
　 全身に広がるじんま疹
　 全身が真っ赤

上記の症状が
1つでもあてはまる場合

　 ぐったり
　 意識もうろう
　 尿や便を漏らす
　 脈が触れにくいまたは不規則
　 唇や爪が青白い

　 のどや胸が締め付けられる
　 声がかすれる
　 犬が吠えるような咳
　 息がしにくい
　 持続する強い咳き込み
　 ゼーゼーする呼吸

　 持続する強い(がまんできない)
　 お腹の痛み
　 繰り返し吐き続ける

ただちに救急車で
医療機関へ搬送

①内服薬を飲ませる
②少なくとも 1時間は 5分ごと
に症状の変化を観察し、症状
の改善がみられない場合は医
療機関を受診する

安静にし、
注意深く経過観察

症状チェックシートF
◆症状は急激に変化することがあるため、5分ごとに、注意深く症状を観察する
◆ の症状が1つでもあてはまる場合、エピペン®を使用する
（内服薬を飲んだ後にエピペン®を使用しても問題ない）

観察を開始した時刻（　　時　　分）　内服した時刻（　　時　　分）　エピペン®を使用した時刻（　　時　　分）

①内服薬を飲ませ、エピペン®

を準備する
②速やかに医療機関を受診する
　　　(救急車の要請も考慮 )
③医療機関に到着するまで、
5 分ごとに症状の変化を観
察し、     の症状が 1つでも
あてはまる場合、エピペン®

を使用する

速やかに
医療機関を受診

緊急性の判断と対応 B-2参照B

ARERI本文.indd 6ARERI本文.indd   6 13/07/23 14:3513/07/23   14:35
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緊急時に備えるために

※ 各種ガイドライン
・「食物アレルギー対応ガイドブック」（平成22年　東京都福祉保健局発行）
・「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」（平成23年　厚生労働省発行）
・「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（平成20年　財団法人日本学校保健会発行）

この食物アレルギー緊急時対応マニュアルは 
(http://www.tokyo-eiken.go.jp/kj_kankyo/allergy/to_public/) よりダウンロードできます。

平成25年7月発行　　　登録番号（25）　5　
【監　　 修】　東京都アレルギー疾患対策検討委員会
【編集・協力】　東京都立小児総合医療センター アレルギー科　 

 　東京消防庁・東京都教育委員会
【発　　 行】　東京都健康安全研究センター 企画調整部健康危機管理情報課

電話　03（3363）3487
【印　　 刷】　株式会社　プライムステーション

3年2組

「誘導」「誘導」「誘導」
こっちです

エピペエピペン®エピペン®

「準備」「準備」「準備」

119
「連絡」「連絡」「連絡」 「その他」「その他」

他児の対応他児の対応
「その他」
他児の対応

「管理「管理・監督者」監督者」「管理・監督者」

「観察」「観察」「観察」

どうしたの？
大丈夫？

マニュアルマニュアルマニュアル

保護者
への連絡

本マニュアルの利用にあたっては、下記の点にご留意ください。
☆保育所・幼稚園・学校では、食物アレルギー対応委員会を設置してください。
☆ 教員・職員の研修計画を策定してください。東京都等が実施する研修を受講し、各種ガイドライン※

を参考として校内・施設内での研修を実施してください。
☆ 緊急対応が必要になる可能性がある人を把握し、生活管理指導表や取組方針を確認するととも
に、保護者や主治医からの情報等を職員全員で共有してください。

☆ 緊急時に適切に対応できるように、本マニュアルを活用して教員・職員の役割分担や運用方法を
決めておいてください。

☆緊急時にエピペン®、内服薬が確実に使用できるように、管理方法を決めてください。
☆ 「症状チェックシート」は複数枚用意して、症状を観察する時の記録用紙として使用してください。
☆ エピペン®や内服薬を処方されていない（持参していない）人への対応が必要な場合も、基本的
には「アレルギー症状への対応の手順」に従って判断してください。その場合、「エピペン®使用」
や「内服薬を飲ませる」の項は飛ばして、次の項に進んで判断してください。

ARERI表紙.indd 1ARERI表紙.indd   1 13/07/23 10:3813/07/23   10:38
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Ａ　プール指導及び長時間 Ｃ　発汗後

　　の紫外線下での活動 １　配慮不要

１　管理不要 ２　保護者と相談し決定 （電話）
２　保護者と相談し決定 ３（学校施設で可能な場合）

Ｂ　動物との接触 　　夏季シャワー浴

１　配慮不要 Ｄ　その他の配慮・

２　保護者と相談し決定 　　管理事項(自由記載）

Ｂ－１　常用する外用薬 Ｂ－２　常用する Ｃ　食物アレルギー ３　動物へのアレルギーが

１　ステロイド軟膏 内服薬 　　の合併 　　強いため不可

２　タクトリムス軟膏 １　抗ヒスタミン薬 １　あり 　　動物名： （医療機関名）
（「プロトピック®」） ２　その他 ２　なし

３　保湿剤 　　（ ）

４　その他（ ）

（電話）

記載日

医師名

医療機関名

★学校における日常の取り組み及び緊急時の対応に活用するため、本表に記載された内容を教職員全員で共有することに同意します.

Ｂ　その他の配慮・管理事項(自由記載）

２　保護者と相談し決定

３　プールへの入水不可

Ｂ　屋外活動

２　保護者と相談し決定

Ｃ　その他の配慮・管理事項(自由記載）

２　保護者と相談し決定

Ｂ　治療

１　抗アレルギー点眼薬

１　通年性アレルギー性結膜炎

２　季節性アレルギー性結膜炎（花粉症）

３　春季カタル

４　アトピー性結膜炎

Ａ　病型

学校生活上の留意点

１　管理不要

学

校

生

活

管

理

指

導

表

（

ア

レ

ル

ギ

ー

疾

患

用

）

病型・治療

Ａ　病型

１　通年性アレルギー性鼻炎

５　その他（ ）

４　最重症：強い炎症を伴う皮疹が体表面積の30%以上にみられる

＊軽度の皮疹：軽度の紅班、乾燥、落屑主体の病変

名前 男・女　平成　　年　　月　　日生（　　歳） 学校　　年　　組　　提出日　　年　　月　　日

１　軽症：面積に関わらず、軽度の皮疹のみみられる

２　中症度：強い炎症を伴う皮疹が体表面積の10%未満にみられる

３　重症：強い炎症を伴う皮疹が体表面積の10%以上、30%未満みられる

学校生活上の留意点病型・治療

Ａ　重症度のめやす(厚生労働科学研究班）

ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎

＊強い炎症を伴う皮疹：紅班、丘疹、びらん、浸潤、苔癬化などを伴う病変

★保護者

㊞

★連絡医療機関

年 月 日

【

緊
急
連
絡
先
】

Ａ　プール指導

１　管理不要

２　ステロイド点眼薬

保護者署名：

ア
レ
ル
ギ
ー
性
結
膜
炎

ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎

３　その他（ ）

学校生活上の留意点

Ｂ　治療

２　季節性アレルギー性鼻炎（花粉症）

主な症状の時期：　　春 夏 秋 冬　

１　抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬（内服）

２　鼻噴霧用ステロイド薬

３　免疫抑制点眼薬

Ａ　屋外活動

１　管理不要

４　その他（ ）

病型・治療
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学校生活上の留意点 ★保護者

Ａ　重症度分類(発生型) Ｃ　急性発作治療薬 Ａ　運動(体育・部活動等） （電話）

１　間欠型 １　ベータ刺激薬吸入 １　管理不要

２　軽症持続型 ２　ベータ刺激薬内服 ２　保護者と相談し決定

３　中等症持続型 Ｄ　急性発作時の対応 ３　強い運動は不可

４　重症持続型 　　(自由記載） Ｂ　動物との接触や埃等の舞う環境での活動 ★連絡医療機関

Ｂ－１　長期管理薬 １　配慮不要 （医療機関名）

　　　　（吸入薬） ２　保護者と相談し決定

１　ステロイド吸入薬 ３　動物へのアレルギーが強いため不可

２　長時間作用性 　　動物名

　　吸入ベータ刺激薬

３　吸入抗アレルギー薬 Ｃ　宿泊を伴う校外活動 （電話）

　　（「インタール®」） １　管理不要

４　その他 ２　保護者と相談し決定

　　（　　　　　　　　） Ｄ　その他の配慮・管理事項(自由記載）

記載日

Ｂ－２　長期管理薬

　　(内服薬・貼付薬）

１　テオフィリン徐放製剤

２　ロイコリエン

　　受容体拮抗薬

３　ベータ刺激内服薬・

　　貼付薬

４　その他

　　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　保護者署名：

㊞

学
校
生
活
管
理
指
導
表
（
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
用
）

病型・治療

気
管
支
ぜ
ん
息

　　　　　　　　　　年　　　月　　　

★学校における日常の取り組み及び緊急時の対応に活用するため、本表に記載された内容を教職員全員で共有することに同意します。

名前　　　　　　　　　　男・女　平成　　年　　月　　日生（　　歳）　　　　　　　　　　　　　学校　　年　　組　　提出日　　年　　月　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【
緊
急
連
絡
先
】

医療機関名

医師名
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学校生活上の留意点 ★保護者

Ａ　重症度分類(発生型） Ｃ　急性発作治療薬 Ａ　運動(体育・部活動等） （電話）

１　間欠型 １　ベータ刺激薬吸入 １　管理不要

２　軽症持続型 ２　ベータ刺激薬内服 ２　保護者と相談し決定

３　中等症持続型 Ｄ　急性発作時の対応 ３　強い運動は不可

４　重症持続型 　　(自由記載） Ｂ　動物との接触やホコリ等の舞う環境での活動 ★連絡医療機関

Ｂ－１　長期管理薬 １　配慮不要 （医療機関名）

　　　　（吸入薬） ２　保護者と相談し決定

１　ステロイド吸入薬 ３　動物へのアレルギーが強いため不可

２　長時間作用性 　　動物名

　　吸入ベータ刺激薬 Ｃ　宿泊を伴う校外活動

３　吸入抗アレルギー薬 １　管理不要 （電話）

　　（「インタール®」） ２　保護者と相談し決定

４　その他 Ｄ　その他の配慮・管理事項(自由記載）

　　（　　　　　　　　　）

Ｂ－２　長期管理薬 記載日

　　(内服薬・貼付薬）

１　テオフィリン徐放製剤

２　ロイコリエン

　　受容体拮抗薬

３　ベータ刺激内服薬・

　　貼付薬

４　その他

　　（　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　保護者署名：

㊞

学
校
生
活
管
理
指
導
表
（
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
用
）

病型・治療

気
管
支
ぜ
ん
息

　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

★学校における日常の取り組み及び緊急時の対応に活用するため、本表に記載された内容を教職員全員で共有することに同意します.

名前　　　　　　　　　　男・女　平成　　年　　月　　日生（　　歳）　　　　　　　　　　　　　学校　　年　　組　　提出日　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【
緊
急
連
絡
先
】

医療機関名

医師名

・間欠型：年に数回、季節的にせきや軽い 

ぜん鳴が現れる。 

・軽症持続型：せきや軽いぜん鳴が月に1回

以上現れる。日常生活に支障なし。 

・中等症持続型：せきや軽いぜん鳴が週に1

回以上現れる。時に、呼吸が苦しく日常生

活や睡眠が妨げられる。 
・重症持続型：せきやぜん鳴が毎日持続す
る。週に１～２回は、日常生活や睡眠が妨
げられるような大きな発作を起こす。 

・ステロイド吸入薬：気管支の炎症を和らげる

作用があり、軽症～中等症以上の場合に処

方される。 
・長期間作用性吸入ベータ刺激薬：交感神経
を刺激して、気管支を拡張する。 

・テオフィリン徐放製剤：気管支の炎症を和ら

げる。 

・ロイコリエン受容体拮抗薬：気管支ぜん息 

発作の原因の一つである「ロイコトリエン」 

という物質が気管支に作用しないようにする。 

急性発作治療薬 

 急性発作治療薬の中で最も多く使用されているのが、ベータ刺激

薬で、発作で細くなった気管支を広げ、発作を短時間で緩和する作

用をもっている。吸入薬は即効性があり、急性発作が起きた際には

よく使われる。 

ＰＯＩＮＴ～急性発作治療薬を処方されている場合～ 

 急性発作治療薬を児童生徒が学校へ持参しているのかどうか

保護者に確認し、学校で使用する必要がある場合には、学校と本

人・保護者との間で話合いを行う必要がある。 

 ・発作が起き、吸入や内服を行う際の場所の提供 

 ・急性発作治療薬を使用したことを教職員に知らせることの確認 

 ・日常の管理方法 

 ・早めに不調を訴えること など 
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１　病型・治療 ２　学校生活上の留意点 ★保護者

Ａ　食物アレルギー病型(食物アレルギーありの場合のみ記載） Ａ　給食 （電話）

１　即時型 １　管理不要

２　口腔アレルギー症候群 ２　保護者と相談し決定

３　食物依存性運動誘発アナフィラキシー Ｂ　食物・食材を扱う

Ｂ アナフィラキシー病型（アナフィラキシーの既往ありの場合のみ記載） 　　授業・活動 ★連絡医療機関

１　食物(原因　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） １　配慮不要 （医療機関名）

２　食物依存性運動誘アナフィラキシー ２　保護者と相談し決定

３　運動誘発アナフィラキシー Ｃ　運動(体育・部活動等)

４　昆虫 １　管理不要

５　医薬品 ２　保護者と相談し決定

６　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） Ｄ　宿泊を伴う校外活動 （電話）

Ｃ　原因食物・診断根拠　 １　配慮不要

　　該当する食品の番号に○をし、かつ<　>内に診断根拠を記載 ２　食事やイベントの際に

１　鶏卵　　　　　<　　　　　　> 　配慮が必要

２　牛乳・乳製品　<　　　　　　> Ｅ　その他、配慮 記載日

３　小麦　　　　　<　　　　　　> 　　管理事項（自由記載）

４　ソバ　　　　　<　　　　　　>

５　ピーナッツ　　<　　　　　　>

６　種実類　　　　<　　　　　　>（　　　　　　　　　　　　　　）

７　甲殻類（エビ・カニ）<　　　　　　>

８　果物類　　　<　　　　　　>（　　　　　　　　　　　　　　　）

９　魚類　　　　<　　　　　　>（　　　　　　　　　　　　　　　）

10　肉類　　　　<　　　　　　>（　　　　　　　　　　　　　　　）

11　その他１　　<　　　　　　>（　　　　　　　　　　　　　　　）

12　その他２　　<　　　　　　>（　　　　　　　　　　　　　　　）　　

Ｄ　緊急時に備えた処方薬

１　内服薬（抗ヒスタミン薬、ステロイド薬）

２　アドレナリン自己注射薬（「エピペン®」）

３　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

学
校
生
活
管
理
指
導
表
（
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
用
）

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
（
あ
り
・
な
し
）

【

緊
急
連
絡
先
】

　　　　　　　年　　　月　　　日

医師名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　保護者署名：

医療機関名

名前　　　　　　　　　　男・女　平成　　年　　月　　日生（　　歳）　　　　　　　　学校　　年　　組　　提出日　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

㊞

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
（
あ
り
・
な
し
）

★学校における日常の取り組み及び緊急時の対応に活用するため、本表に記載された内容を教職員全員で共有することに同意します。

【診断根拠】該当するもの全てを< >内に記載 
①明らかな症状の既往 
②食物負荷試験陽性 
③ＩｇＥ抗体等検査結果陽性 
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１　病型・治療 ２　学校生活上の留意点 ★保護者

Ａ　食物アレルギー病型(食物アレルギーありの場合のみ記載） Ａ　給食 （電話）

１　即時型 １　管理不要

２　口腔アレルギー症候群 ２　保護者と相談し決定

３　食物依存性運動誘発アナフィラキシー Ｂ　食物・食材を扱う

Ｂ　アナフィラキシー病型（アナフィラキシーの既往ありの場合のみ記載） 　　授業・活動 ★連絡医療機関

１　食物(原因 ） １　配慮不要 （医療機関名）

２　食物依存性運動誘アナフィラキシー ２　保護者と相談し決定

３　運動誘発アナフィラキシー Ｃ　運動（体育・部活動等）

４　昆虫 １　管理不要

５　医薬品 ２　保護者と相談し決定

６　その他（ 　　　　　　　　　　　　 ） Ｄ　宿泊を伴う校外活動 （電話）

Ｃ　原因食物・診断根拠　 １　配慮不要

　　該当する食品の番号に○をし、かつ（　）内に診断根拠を記載 ２　食事やイベントの際に

１　鶏卵 <　　　　　　　> 　配慮が必要

２　牛乳・乳製品　<　　　　　　　> Ｅ　その他、配慮 記載日

３　小麦 <　　　　　　　> 　　管理事項（自由記載）

４　ソバ <　　　　　　　>

５　ピーナッツ　　<　　　　　　　>

６　種実類・木の実類　　<　　　　　　　>

７　甲殻類（エビ・カニ）　<　　　　　　　>

８　果物類 < >（ ）

９　魚類 < >（ ）

10　肉類 < 　　>（　　　　　　　）

11　その他１ < >（ ）

12　その他２ < 　　>（　　　　　　　）　　

Ｄ　緊急時に備えた処方薬

１　内服薬（抗ヒスタミン薬、ステロイド薬）

２　アドレナリン自己注射薬（「エピペン®」）

３　その他（ ）

医療機関名

学
校
生
活
管
理
指
導
表
（
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
用
）

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
（
あ
り
・
な
し
）

【

緊
急
連
絡
先
】

年 月 日

医師名

★学校における日常の取り組み及び緊急時の対応に活用するため、本表に記載された内容を教職員全員で共有することに同意します。

名前 男・女　平成　　年　　月　　日生（　　歳） 学校　　年　　組　　提出日　　年　　月　　日

㊞

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
（
あ
り
・
な
し
）

保護者署名：

【診断根拠】該当するもの全てを<>内に記載 

①明らかな症状の既往

②食物負荷試験陽性
③ＩｇＥ抗体等検査結果陽性

・即時型：原因食物を食べて２時間以内に症状が出現し、その症状

はじんましんのような軽い症状から、アナフィラキシーショックに進

行するものまでさまざまである。 

・口腔アレルギー症候群：果物や野菜、木の実類に対するアレル

ギーに多い病型で、食後５分以内に口腔内の症状（のどのかゆみ、

ヒリヒリするイガイガする、腫れぼったいなど）が出現する。全身的

な症状に進むこともある。 
・食物依存性運動誘発アナフィラキシー：原因となる食物を摂取して
２時間以内で一定量の運動（昼休みの遊び、体育、部活動等）をす
ることにより、アナフィラキシー症状を起こす。食べただけ、運動した
だけでは症状は起こらない。 

・運動誘発アナフィラキシー：運動を行うことで誘発されるアナフィ

ラキシー症状で、食事との関連はない。

・昆虫：蚊やハチ、ゴキブリ、ガ、チョウなどがアレルギーの原因と

なる。アナフィラキシーの原因となりやすいのはハチである。 

・医薬品：抗生物質や非ステロイド系の抗炎症薬、抗てんかん薬

などが原因となる。 
・その他：ラテックス(天然ゴム）

内服薬としては、多くの場合、抗ヒスタミン

薬やステロイド薬を処方される。しかし、こ

れらの薬は、内服してから効果が現れるま

でに時間がかかるため、アナフィラキシー

ショックなど緊急を要する重篤な症状に対し

て効果を期待することはできない。ショック

などの重篤な症状には、アドレナリン自己

注射薬を早期から注射する必要がある。

ごく少量の原因物質に触れるだけでも

アレルギー症状を起こす児童生徒もい

る。原因物質を“食べる”だけでなく、

“吸い込む”ことや“触れる”ことも発症

の原因になるので、個々の児童生徒に

応じたきめこまかい配慮が必要である。
一般に食物アレルギーを血液検査だけで診断することは

できないため、実際に起きた症状と食物アレルギー負荷

試験などの専門的な検査結果を組み合わせて医師が総

合的に診断する。 

食物の除去が必要な児童生徒であっても、その多くは除

去品目数が数品目以内にとどまる。あまりに除去品目数

が多い場合には、不必要な除去を行ってる可能性がある。

除去品目数が多いと成長発達の著しい時期に栄養のバ

ランスが偏ることにもなるので、保護者や主治医・学校医

等とも相談しながら、正しい診断を促していく必要がある。 
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様式

アレルギー対応票
（アトピー性皮膚炎・アレルギー性結膜炎・アレルギー性鼻炎・気管支ぜん息）

作成日 ： 平成  年  月  日 

緊急連絡先 

氏 名 続柄 電 話 番 号 特記事項 

１ 自宅・職場・携帯 

２ 自宅・職場・携帯 

３ 自宅・職場・携帯 

主治医

医療機関名・診療科名 主治医名 

電話番号 住所 

原因物質 

発症時の症状 

学校生活における留意点 

緊急時の対応 

  面談時に記入 

薬剤使用時の留意事項等 

使用薬剤 管理方法  本人保管  ・ 学校保管

（理由   ） 

保管場所 保管期間（更新時期） 

使用条件 

使用上の留意点 

学校記入欄 

平成 年度   年 組  （生年月日： 年 月 日） 

児童生徒氏名 （性別： ） 保護者氏名 

学校における日常の取組及び緊急時の対応に活用するため、記載された内容を全職員で共有することに

同意します。           保護者署名 

２
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様式３

食物アレルギー対応票
作成日 ： 平成  年  月  日 

緊急連絡先 

氏 名 続柄 電 話 番 号 特記事項 

１ 自宅・職場・携帯 

２ 自宅・職場・携帯 

３ 自宅・職場・携帯 

主治医 

医療機関名・診療課名 主治医名 

電話番号 住所 

原因食品と摂取後の症状 

家庭での食事・外食・おやつについての除去方法 

学校給食に希望する対応内容 

学校生活における留意点 

緊急時の対応 

アナフィラキシーショックの経験の有無

□いいえ □はい （回数： 回・最後の発症： 年 月・原因：   ） 

※アナフィラキシー発症時は、必ず救急車を要請します。

学校記入欄 

平成 年度   年 組  （生年月日：  年 月   日） 

児童生徒氏名   （性別： ） 

保護者氏名 

学校における日常の取組及び緊急時の対応に活用するため、記載された内容を全職員で共有す

ることに同意します。       保護者署名 
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様式４

エピペン○Ｒ 対応票
作成日 ： 平成  年  月  日 

原因物質 

既往症状 

学校生活における留意点 

緊急時の対応

面談時に記入 

薬剤使用時の留意事項等 

使用薬剤 管理方法 本人保管  ・ 学校保管

（理由   ） 

保管場所 保管期間（更新時期） 

使用条件 

使用上の留意点 

学校記入欄 

※アナフィラキシー発症時は、必ず救急車を要請します。

平成 年度   年 組  （生年月日：  年 月   日） 

児童生徒氏名   （性別： ） 

保護者氏名 

学校における日常の取組及び緊急時の対応に活用するため、記載された内容を全職員で共有す

ること、また、必要に応じて教育委員会等関係機関に伝えることに同意します。 

保護者署名 
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記入例

エピペン○Ｒ 対応票
作成日 ： 平成  年  月  日 

原因物質 

エビ・カニ

既往症状 

エビ（１匹）・・・５分後  じんましん（全身）、咳、ぜん息、ぐったり 

最近のエピペン使用  平成○年○月 自宅 

学校生活における留意点 

給食における除去食をお願いします。 

じんましんが出たらその時点で家庭に連絡してください。 

緊急時の対応

原因食物を食べてしまい何らかの症状が現れたら注射してください。 

面談時に記入 

薬剤使用時の留意事項等 

使用薬剤 

エピペン○R

管理方法   本人保管  ・ 学校保管

（理由  ） 

保管場所 

ランドセルのチャック内、ポーチの中

保管期間（更新時期） 

1 年間（平成 24 年 3 月 23 日） 

使用条件 

呼吸器症状等が現れ、悪化のきざしが見えたらエピペンの注射をお願いします。 

使用上の留意点 

本人が自分でできる状態であれば自分で注射します。 

意識がないなど自分で注射できないときは、注射をお願いします。 

学校記入欄 

※アナフィラキシー発症時は、必ず救急車を要請します。

 

※アナフィラキシー発症時は、必ず救急車を要請します。 

平成 年度   年 組  （生年月日：  年 月   日） 

児童生徒氏名   （性別： ） 

保護者氏名 

学校における日常の取組及び緊急時の対応に活用するため、記載された内容を全職員で共有す

ること、また、必要に応じて教育委員会等関係機関に伝えることに同意します。 

保護者署名

様式４
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